
 
 

鳥取県教育委員会任期付職員［公立学校栄養職員］募集案内 
（育児休業職員の代替職員） 

◆鳥取県教育委員会事務局教育人材開発課◆ 

 〒680-8570 鳥取市東町一丁目 271番地 鳥取県庁第２庁舎５階         

電   話  (0857)26-7577 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ  http://www.pref.tottori.lg.jp/174510.htm 

 

育児休業を取得する職員の代替職員として勤務する職員（育児休業任期付職員［公立学校栄養職

員］）を募集します。 

○申込者は登録試験に合格した後に「育児休業任期付職員登録簿」に登録され、育児休業を取得する

職員があった場合に、希望する勤務地を考慮した上、筆記試験及び面接試験（以下「採用試験」と

いう。）を実施し、成績上位者から順に採用されます。 

○登録期間は、登録日から３年間です。 

○職員の育児休業取得にあわせて採用しますが、職員の育児休業の取得状況によっては、育児休業任

期付職員登録簿に登録されても採用されない場合があります。 

○任期は概ね６ヶ月以上３年未満で、職員の育児休業期間に応じて採用時に決定されます。 

○育児休業任期付職員は、任用期間が定められていること以外、勤務条件（給与、勤務時間、休暇、

服務、災害補償等）については、正規の職員と同様の扱いとなります。 

 

募集職種 公立学校栄養職員 

受付期間 随時受付（通年募集） 

◎申込みは持参、郵送どちらでも受け付けます。 

◎持参の場合の受付時間 

８：３０～１７：１５（土曜日及び日曜日及び祝祭日は除く。） 

◎申込先は次のとおりです。 

鳥取県教育委員会事務局教育人材開発課 

〒680-8570 鳥取市東町一丁目 271 

 

 

１ 育児休業任期付職員［公立学校栄養職員］について 

  育児休業任期付職員とは、育児休業を取得する職員の代替職員として勤務していただく職員です。 

  育児休業任期付職員［公立学校栄養職員］の場合、職種に応じた資格・免許（取得見込みを含む）

等を有していれば、随時、「育児休業任期付職員登録簿」に登録されます。 

「育児休業任期付職員登録簿」に登録された後、育児休業を取得する職員があった場合に、希望勤務地等

を考慮した上で、採用試験を実施し、合格者を育児休業任期付職員として正式に採用します。 

  なお、登録されても、育児休業を取得する職員の状況により、採用されない場合もありますので、

あらかじめ御了承ください。 

 

 

 



 

 <<参考>>採用までの流れ 

資格・免許等の確認 

 

「育児休業任期付職員登録簿」に登録 

登録期間：３年間 

 

採用試験（面接試験） 

※育児休業を取得する職員があった場合 

 

職員の育児休業取得にあわせ採用 

 

※採用された方の任用期間は、育児休業を取得した職員の育児休業期間(６ヶ月～３年)となります。 

 なお、職員が育児休業期間を延長した場合は、育児休業任期付職員の任用期間も延長することがあ

ります。 

 また、育児休業を取得する職員が育児休業取得前に産前・産後休暇を取得する場合、その期間を臨時

的任用職員として採用することがあります。 

 

２ 主な業務内容・主な配属先 

主な業務内容 主な配属先 

公立学校の学校給食の栄養管理、衛生管理、給食

指導等に従事する 

市町村立小・中・義務教育学校、県立特別支援学

校、市町村立学校給食センター 

 

３ 登録資格 

（１）登録申込み時点で１８歳以上であること。（年齢の上限はありません。） 

（２）資格・免許の要件は次のとおりです。 

栄養士法第２条に規定する栄養士の免許 

（３）日本国籍を有しない人については、活動に制限のない在留の資格を取得している人に限り登録で

きます。 

    日本国籍を有しない職員は、公権力の行使に該当する業務及び公の意思形成への参画に携わる職

には就くことができません。 

（４）地方公務員法第 16条の規定により地方公務員となることができない人は登録できません。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

イ 鳥取県職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

エ 地方公務員法附則（平成１１年１２月８日法律第１５１号）による経過措置としての準禁治産

者 

（５）育児休業任期付職員の面接試験（参照：６ 採用試験の実施等）の結果、「育児休業任期付職員

登録簿」から取り消しされ、その日から２年を経過しない者 

希望勤務地を考慮の上、東･中･西部地区ごとに採用

試験を実施した上で、成績上位者から順に採用しま

す。 



４ 申込み手続き 

必要事項を記入した申込書と登録要件となる資格・免許（取得見込みを含む）等の写しを添えて持

参又は郵送により申し込んでください。 

  【申込先】鳥取県教育委員会事務局教育人材開発課 

〒680-8570 鳥取市東町一丁目 271番地 鳥取県庁第２庁舎５階 

電話：0857-26-7577 

〔持参により申し込む場合〕  

提出書類を作成の上、上記の鳥取県教育委員会事務局教育人材開発課へご持参ください。 

〔郵便により申し込む場合〕 

上記の宛先へ送付してください。 

※封筒の表に赤字で「育児休業任期付職員登録申込書在中」と書いてください。 

※郵便で申し込む場合は、特定記録によるのが確実です。（郵便局で交付される受領証等は、試験

が終了するまで大切に保管しておいてください。） 

 

５ 登録後採用されるまで 

資格・免許（取得見込みを含む）等を有していることが確認された後に、「育児休業任期付職員登

録簿」に登録され（登録された旨の通知をします。）、希望勤務地等を考慮の上、採用試験を実施し

た上で、成績上位者から順に採用されます。ただし、資格・免許取得見込者は、その取得が確認され

ない限り採用されません。 

なお、職員の育児休業の取得状況によっては、「育児休業任期付職員登録簿」に登録されても採用

されない場合があります。 

「育児休業任期付職員登録簿」の有効期間は、登録日から３年間です。この期間内であれば、一度、育

児休業任期付職員として採用された方でも、「育児休業任期付職員登録簿」に引き続き登録されています

ので、採用試験に合格すれば、育児休業任期付職員として再度採用されることがあります。 

 

６ 採用試験の実施等 

（１）採用試験の実施 

   採用試験の案内は、「育児休業任期付職員登録簿」に登録されている方に対して別途通知します。 

（２）試験内容 

試験種目 配点 内容 

面接試験 １００点 人物、専門知識についての口述試験 

（３）合格者の決定方法 

   合格者は、得点の高い順に決定します。 

   ただし、いずれかの得点が配点の２割５分未満の場合は不合格とします。 

（４）合格者の発表 

   受験者全員に合否を通知します。なお、発表日については、採用試験の際にお知らせします。 

 

７ 任用期間等 

（１）任用期間 

任用期間は、概ね６ヶ月以上３年未満で職員の育児休業期間に応じて採用時に決定します。 

なお、職員の育児休業期間の延長があった場合は、任用期間を更新する場合があります。 

 



（２）臨時的任用職員としての採用 

育児休業任期付職員として採用する前に、当該職員の産前・産後休暇期間中に臨時的任用職員と

して採用する場合があります。 

 

８  勤務条件 

育児休業任期付職員は、任用期間が定められていること以外、勤務条件（給与、勤務時間、休暇、

服務、災害補償等）については任用期間の定めのない職員と同様の扱いとなります。 

採用時の給料月額は、平成 31年４月１日現在においては次のとおりで、一定の職歴等がある方は、

その経歴に応じて所定の金額が加算されます。 

区分 公立学校栄養職員 

給料月額 166,200円 

このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当などの諸手当が

それぞれの条件に応じて支給されます。 

なお、給与改定があった場合は、それによります。 

 

９  個人情報の取扱い 

    募集に関して収集した個人情報については、採用手続きに関すること以外には利用しません。 

 

10 試験結果の開示 

採用試験の結果は、鳥取県個人情報保護条例第 19条第 1項の規定により、口頭で開示を請求する 

  ことができます。開示内容等は次のとおりです。 

開示請求ができる者 開示の内容 開示期間 開示場所 

受験者本人又は代理人 採用試験の得点及び

順位 

合格発表の日から 

1カ月 

鳥取県教育委員会事務局教

育人材開発課（県庁第２庁

舎５階） 

開示の請求は、受験者本人が運転免許証、学生証等の写真により本人が確認できるものを持参して、

直接開示場所へおいでください。電話、はがき等による請求では開示できませんので注意してくださ

い。受験者本人が、病気等やむを得ない事情により来庁できない場合は、代理人による開示請求も可

能です。 

なお、開示手続きの詳細については、鳥取県教育委員会事務局教育人材開発課（電話０８５７－２

６－７５７７）までお問い合わせください。 

 

11 その他 

育児休業任期付職員は、原則として任用期間中人事異動は行われませんが、職員の育児休業取得期

間が短縮された場合等は人事異動する場合があります。 

また、育児休業任期付職員への採用は、鳥取県職員（任期の定めのない）の採用とは無関係であり、

職員採用の際に優先されるものではありません。 


